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令
和
八
年
四
月
十
六
日 

衆
議
院
選
挙
制
度
に
関
す
る
協
議
会 

令
和
八
年
四
月
十
六
日
（
木
曜
日
） 

 
 
 
 

午
後
三
時
三
十
分
開
議 

 

出
席
協
議
員 

 
 
 

座
長 

鈴
木 
馨
祐
君 

 
 
 

幹
事 

島
尻
安
伊
子
君 

幹
事 

長
谷
川
淳
二
君 

 
 
 

幹
事 

中
野 

洋
昌
君 

幹
事 

金
村 

龍
那
君 

 
 
 

幹
事 

古
川 

元
久
君 

石
田 

真
敏
君 

 
 
 

大
野
敬
太
郎
君 

勝
目 

 

康
君 

 
 
 

落
合 

貴
之
君 

和
田 

政
宗
君 

 
 
 

峰
島 

侑
也
君 

塩
川 

鉄
也
君 

 
 
 
 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

 

協
議
員
外
の
出
席
者 

 
 
 

議
長 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

森 
 

英
介
君 

 
 
 

副
議
長 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

石
井 

啓
一
君 

 
 
 

議
院
運
営
委
員
長 

 
 
 
 

 

山
口 

俊
一
君 

 
 
 

衆
議
院
調
査
局
第
二
特
別
調
査

室
長 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

笠
置 

隆
範
君 

 
 
 
 
 
―
―
―
―

◇―
―
―
―
―
 

○
鈴
木
座
長 

こ
れ
よ
り
衆
議
院
選
挙
制
度
に
関
す
る
協

議
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
際
、
ま
ず
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

去
る
十
四
日
、
議
長
に
よ
り
本
協
議
会
の
座
長
に
指
名

さ
れ
ま
し
た
鈴
木
馨
祐
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

○
鈴
木
座
長 

そ
れ
で
は
、
協
議
会
の
初
回
に
当
た
り
ま

し
て
、
議
長
及
び
副
議
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
御
挨
拶
を
賜
り

た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
森
議
長
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

○
森
衆
議
院
議
長 

初
回
の
協
議
会
の
開
会
に
当
た
り
、

一
言
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

国
会
議
員
を
選
出
す
る
選
挙
制
度
は
、
民
主
主
義
の
根

幹
で
あ
り
、
国
民
の
声
や
状
況
の
変
化
な
ど
を
踏
ま
え
て
、

不
断
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

令
和
六
年
十
二
月
、
衆
議
院
議
長
の
下
に
院
の
正
式
な

機
関
と
し
て
衆
議
院
選
挙
制
度
に
関
す
る
協
議
会
が
設
置

さ
れ
、
令
和
七
年
一
月
か
ら
約
一
年
間
に
わ
た
っ
て
協
議

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
解
散
・
総
選
挙
を
挟
み
、
今
月
三
日
に
山
口

議
院
運
営
委
員
長
及
び
与
野
党
の
筆
頭
理
事
か
ら
協
議
会

の
設
置
の
相
談
が
あ
り
、
私
と
し
て
も
、
引
き
続
き
協
議

会
を
設
置
し
、
十
分
な
議
論
を
行
う
べ
き
と
考
え
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
十
四
日
に
、
私
は
、
石
井
副
議
長
、
山
口
議
院

運
営
委
員
長
と
も
相
談
の
上
、
こ
の
協
議
会
の
座
長
に
自

由
民
主
党
の
鈴
木
馨
祐
君
を
指
名
い
た
し
ま
し
た
。 

 

協
議
員
各
位
に
お
か
れ
て
は
、
鈴
木
座
長
の
下
、
真
摯

か
つ
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
に
関
す

る
議
論
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

○
鈴
木
座
長 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

続
き
ま
し
て
、
石
井
副
議
長
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

○
石
井
衆
議
院
副
議
長 
平
成
の
政
治
改
革
に
お
き
ま
し

て
衆
議
院
の
選
挙
制
度
に
現
行
の
小
選
挙
区
比
例
代
表
並

立
制
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
三
十
年
余
り
が
経
過
を
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
間
、
十
一
回
、
総
選
挙
が
行
わ
れ
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
我
が
国
の
置
か
れ
た
情
勢
は
当
時
と
は
大

き
く
変
化
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

言
う
ま
で
も
な
く
、
選
挙
制
度
は
議
会
制
民
主
主
義
の

土
台
で
あ
り
ま
す
。
一
票
の
較
差
の
是
正
と
地
方
の
声
の

反
映
の
両
立
な
ど
、
よ
り
望
ま
し
い
衆
議
院
の
選
挙
制
度

を
目
指
し
て
、
各
会
派
で
構
成
さ
れ
る
本
協
議
会
に
お
い

て
真
摯
な
議
論
を
重
ね
、
努
力
を
尽
く
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

協
議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
鈴
木
座
長
の
下
、

主
権
者
で
あ
る
国
民
の
目
線
に
立
っ
た
充
実
し
た
議
論
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
を
し
て
お
り
ま
す
。 

○
鈴
木
座
長 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

そ
れ
で
は
、
森
議
長
、
石
井
副
議
長
、
山
口
議
院
運
営

委
員
長
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
こ
で
退
室
を
い
た
だ
き

ま
す
。 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

○
鈴
木
座
長 

そ
れ
で
は
、
議
事
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

 

改
め
ま
し
て
、
座
長
と
し
て
、
一
言
御
挨
拶
を
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

協
議
会
の
皆
様
方
御
承
知
の
と
お
り
、
令
和
四
年
十
一

月
に
、
衆
議
院
の
選
挙
区
割
り
を
改
定
し
た
、
い
わ
ゆ
る

十
増
十
減
の
公
職
選
挙
法
改
正
の
際
に
附
帯
決
議
が
付
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
令
和
五
年
二
月
に
、
与
野
党

六
党
の
国
対
委
員
長
か
ら
の
要
請
を
受
け
る
形
で
衆
議
院

選
挙
制
度
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
報
告
書
が
取
り
ま
と
め

ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
の
後
、
令
和
六
年
十
二
月
に
、
議
院
運
営
委
員
会
に

お
き
ま
し
て
、
衆
議
院
議
長
の
下
に
院
の
正
式
な
機
関
と

し
て
衆
議
院
選
挙
制
度
に
関
す
る
協
議
会
の
設
置
が
決
定

を
さ
れ
、
同
協
議
会
は
、
令
和
七
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま

で
計
十
回
に
わ
た
っ
て
協
議
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
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ま
す
。 

 

そ
の
後
、
本
年
一
月
二
十
三
日
に
衆
議
院
が
解
散
を
さ

れ
、
二
月
八
日
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
二
月
十
八
日
に
特

別
国
会
が
召
集
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
四
月
三
日

に
、
議
院
運
営
委
員
会
の
山
口
委
員
長
及
び
与
野
党
の
筆

頭
理
事
か
ら
森
議
長
に
協
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
の
要
望

が
な
さ
れ
、
去
る
九
日
に
、
改
め
て
、
議
院
運
営
委
員
会

に
お
き
ま
し
て
本
協
議
会
の
設
置
が
決
定
を
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。 

 

本
協
議
会
は
、
院
の
正
式
な
機
関
と
し
て
議
長
の
下
に

設
置
を
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
設
置
要
綱
に
あ
り
ま
す
と

お
り
、
令
和
四
年
の
附
帯
決
議
の
検
討
事
項
や
、
令
和
五

年
の
衆
議
院
選
挙
制
度
協
議
会
報
告
書
の
事
項
を
検
討
対

象
と
し
て
お
り
、
国
勢
調
査
の
結
果
が
判
明
す
る
時
点
を

目
途
に
具
体
的
な
結
論
を
得
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
な
ど

が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

私
は
座
長
と
し
て
、
協
議
会
の
皆
様
方
に
よ
り
活
発
な

議
論
が
行
わ
れ
本
協
議
会
の
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
ま

す
よ
う
、
協
議
会
の
円
滑
か
つ
公
正
公
平
な
運
営
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 
 
 

〔
午
後
三
時
三
十
六
分
非
公
開
の
議
事
に
入
る
〕 

 
 
 
 

〔
午
後
四
時
十
一
分
非
公
開
の
議
事
を
終
わ
る
〕 

○
鈴
木
座
長 

本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

午
後
四
時
十
二
分
散
会 

 


